
２ 学校等の廃止(
高等学校の課程・学科を廃止する場合、又は専修学校の課程を廃止する場合

もこの手続に準ずる。                          .    ) 

学 校 設 置 者 県 私立学校審議会 

   

(注) 1 学校法人を解散せずに学校を廃止する場合は、８、９の手続は必要である。 

     2 高等学校の課程、学科を廃止する場合、又は専修学校の課程を廃止する場合は、８、９の手続は

不要である。 

3 寄附行為変更を行う場合、学校法人を解散する場合は、それぞれの手続を同時に行う必要がある。 

 

 

１ 設置者の県への事前協議 県 担 当 者 

２ 理事会及び評議員会の決

議      

３ 学校等廃止認可申請書、 

及び指導要録引継書の提

出 ＜様式 14、様式 38＞ 

設 置 者 

８ 学 校 名 削 除 の 登 記  

９ 登 記 完 了 届 の 提 出  

＜様式 9＞ 

４ 受理・書面 

審査 

５ 私立学校審 

議会へ諮問 

７ 学校等廃止 

  認可 

受 理 

６ 審議 

協 議 

指 導 

届 出 

通 知 

申 請 

諮 問 

答 申 

10 学 校 の 廃 止 

注１・注２ 


